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2010年4月から
　

保
険
診
療
で
医
療
機
関
に
支
払
わ
れ
る
医

療
費
（
診
療
報
酬
）
は
国
が
決
め
て
お
り
、

２
年
に
１
度
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
１
０
年
度
は
そ
の
改
定
の
年
に
あ
た
り
、

４
月
か
ら
は
医
療
費
全
体
で
０
・
19
％
の
引

き
上
げ
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

過
去
10
年
間
、
医
療
費
抑
制
の
た
め
、
マ

イ
ナ
ス
改
定
が
実
施
さ
れ
て
医
療
の
現
場
に

過
度
の
負
担
が
か
か
り
、
救
急
患
者
の
受
入

拒
否
な
ど
社
会
的
に
も
深
刻
な
問
題
を
引
き

起
こ
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
改
訂
に

よ
り
、
救
急
医
療
や
産
科
・
小
児
科
・
外
科

な
ど
の
分
野
に
引
き
上
げ
分
が
重
点
的
に
配

分
さ
れ
、
そ
の
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
患
者
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い

医
療
と
す
る
た
め
、
明
細
書
の
無
料
発
行
や

再
診
料
の
統
一
な
ど
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

医
療
が
変
わ
り
ま
し
た

10
年
ぶ
り
に
医
療
費
が
引
き
上
げ
に

診
療
報
酬
改
定

医
療
費
の
明
細
書
が

無
料
で

発
行
さ
れ
ま
す

病
院
・
診
療
所
の

再
診
料
が

統
一
さ
れ
ま
し
た

歯
科
の

初
診
料
・
再
診
料
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

　

医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
た
と
き
、
ど

の
よ
う
な
費
用
が
か
か
っ
た
の
か
、
そ
の

明
細
書
を
患
者
に
無
料
発
行
す
る
よ
う
、

２
０
１
０
年
４
月
か
ら
、
医
療
機
関
に
原

則
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
細
書
を
も
ら
っ
た
ら
、
受
け
た
診
療

と
記
載
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
不
明
な
点

や
疑
問
点
が
あ
れ
ば
医
療
機
関
に
問
い
合

わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
無
料
発
行
を
実
施
し
な
い
医
療
機
関
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
発
行
の
有
無
、
発
行

の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
院
内
に
掲
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

病
気
や
け
が
を
外
来
で
受
診
す
る
場
合
、

２
回
目
以
降
の
診
察
に
か
か
る
再
診
料
は
、

従
来
は
病
院
の
６
０
０
円
に
対
し
、
診
療
所

は
７
１
０
円
と
額
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
定
で
、患
者
が
納
得
し
や
す
く
、

わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
に
同
じ
額

と
し
、
病
院
・
診
療
所
の
区
別
な
く
６
９
０

円
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
定
で
は
、
歯
科
の

初
診
料
と
一
緒
に
再
診
料
に
つ

い
て
も
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

歯
科
医
療
費
は
１
件
あ
た
り

の
金
額
は
小
さ
く
て
も
、
年
間

の
件
数
が
他
の
病
気
に
比
べ
極

め
て
多
い
た
め
、
健
保
組
合
に

と
っ
て
は
そ
の
負
担
増
も
大
き

な
も
の
と
な
り
ま
す
。
日
頃
か

ら
歯
の
お
手
入
れ
を
心
が
け
、

虫
歯
や
歯
周
病
予
防
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
取
り
扱
う
薬
局

の
負
担
軽
減
と
、
患
者
の
選
択
の
機
会
の
充

実
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
従
来

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
「
処
方
せ
ん
に
記
載
さ

れ
た
新
薬
・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
、
含

量
違
い
ま
た
は
類
似
し
た
別
の
剤
形
の
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
調
剤
す
る
こ
と
※
」
な

ど
も
薬
局
に
対
し
認
め
ら
れ
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
使
用
が
さ
ら
に

促
進
さ
れ
て
い
ま
す

歯科初診料　　1,820 円 ➡ 2,180円

歯科再診料　　　400 円 ➡　 420円

　2008 年４月から、70 ～ 74 歳の方が医療機関の窓口で
負担する自己負担割合は、１割から２割に引き上げられ
ることになっていましたが、2010 年３月末までは特例的
に１割に据え置かれていました。この措置が 2010 年度も

　後期高齢者医療制度に加入する直前に健保組合の被扶養
者であった方の保険料については、加入から２年間は所得
割額がかからず、均等割額は半額に軽減されます。ただし、

継続されることとなり、2011 年３月末までの
１年間についても、１割負担に据え置かれます。

2010 年３月末までは特例的に均等割額が９割軽減された
額となっていました。この措置が継続されることとなり、
2011 年３月末までは９割軽減された額となります。

2010年度も
70～74歳の窓口負担が１割に据え置かれます

健保組合の被扶養者であった方の
後期高齢者医療制度の保険料の特例が2010年度も継続に

　2009 年 10 月１日から 2011 年３月 31 日までの出産を
対象とした、健保組合から医療機関へ出産育児一時金を直接支払
う制度です。
　被保険者が医療機関と出産育児一時金の申請と受け取りにかか
る代理契約を締結することで、42 万円 * を限度（法定給付）と
して、健保組合から医療機関へ出産育児一時金が支払われます。

出産育児一時金の直接支払制度の実施猶予が2010年度も延長

出産育児一時金の
「直接支払制度」とは？

※例
◦10mg 1錠➡ 5mg 2 錠に変更
◦カプセル剤➡錠剤に変更
　変更前の薬剤の価格以下で、か
つ患者の同意が得られる場合に、
薬局の判断で変更できるという
ものです。

　2009 年 10 月からスタートした、出産育児一時金の直
接支払制度の導入には 2010 年３月末までの猶予期間が設
けられていましたが、この措置が 2011 年３月末まで延長
されることになりました。
　このため、医療機関によっては導入時期が異なり、制
度をご利用できない場合※があります。直接支払制度に
対応していない場合は、その旨のお知らせが窓口に掲示

されることになっており、妊婦さんに対しても説明があ
りますので、事前に医療機関にてご確認をお願いいたし
ます。
※どうしても事前に出産費用が準備できないなど、支払

いが困難な場合には、医療機関で個別に直接支払制度
に対応するようご相談いただくか、当健保組合の出産
費の貸付制度をご利用ください。

2010年4月医療保険制度の変更について

法定給付

付加給付

合　　計

女性被保険者
42万円 *
3 万 6千円
45万 6千円

被扶養者
42万円 *
3 万 6千円
45万 6千円

■支給額

＊産科医療補償制度の加入分娩機関で出産の場合。未加入分娩
機関での出産の場合は 39 万円となります。

＊ 2009 年 10 月から 2011 年 3 月末までの暫定措置とし
て、出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられています。


